
本　店 （融資第一部 産業開発融資班）
〒900ｰ8520  那覇市おもろまち1ｰ2ｰ26

TEL 098ｰ941ｰ1765／FAX 098ｰ941ｰ1915

〒906ｰ0007  宮古島市平良字東仲宗根118ｰ1
TEL 0980ｰ72ｰ2446／FAX 0980ｰ72ｰ7049 

宮 古 支 店

〒904ｰ0033  沖縄市山里1ｰ1ｰ1ｰ102（パーチェ山里）
TEL 098ｰ989ｰ6511／FAX 098ｰ989ｰ6789

中 部 支 店

〒907ｰ0014  石垣市新栄町4ｰ1
TEL 0980ｰ82ｰ2701／FAX 0980ｰ83ｰ1634

八 重 山 支 店

ご利用の窓口

中部支店 ミュージック
タウン音市場
ミュージック
タウン音市場

コザ交番コザ交番

胡屋十字路胡屋十字路
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通
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通
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ス
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ー
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沖縄警察署沖縄警察署

山里三叉路山里三叉路← 
イオンモール

　  沖縄ライカム
← 

イオンモール
　  沖縄ライカム

N

沖
縄
都
市
モ
ノ
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ー
ル

沖
縄
都
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DFSDFS

教会教会日本
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日本
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東横
イン
東横
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ハロー
ワーク
ハロー
ワーク

ナハテラスナハテラス

とまりんとまりん

ローソンローソン

新都心メディアビル新都心メディアビル

本店

サンエー那覇
メインプレイス
サンエー那覇
メインプレイス

天久りうぼう
楽市
天久りうぼう
楽市

沖縄県立博物館・美術館沖縄県立博物館・美術館

那覇新都心中環状線那覇新都心中環状線

県道29号（又吉通り）県道29号（又吉通り）

国
際

通
り

国
際

通
り
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も
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ま
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駅
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道
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国
道
58
号

空
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N

八重山
支店

給油所給油所

新栄公園新栄公園

石垣市民会館石垣市民会館

JAおきなわ
八重山支店
JAおきなわ
八重山支店

市
民
会
館
通
り

← 新川方向← 新川方向 市役所通り市役所通り 730交差点 →730交差点 →

N

宮古支店

那覇地裁
平良支部
那覇地裁
平良支部

ファミリーマート
宮古なかまつ店
ファミリーマート
宮古なかまつ店

宮古島市立
北小学校
宮古島市立
北小学校

宮古新報社宮古新報社 宮古毎日新聞社宮古毎日新聞社

給油所給油所

← 平良港← 平良港 県道243号県道243号 空港 →空港 →

N

〒905ｰ0005  名護市字為又904番地19
TEL 0980ｰ52ｰ2338／FAX 0980ｰ51ｰ1008

北 部 支 店  

← 那覇 国頭 →

N

国道58号

イエローハット

MEGA
ドン・キホーテ
名護店

サンエー
為又シティ

イオン
名護店

北部
支店

ケンタッキー

大北5丁目

https://www.okinawakouko.go.jp/service/type/t006/

融資の対象
となる施設など

●病院　　　●診療所 ●指定訪問看護事業
●介護老人保健施設 ●助産所※ 
●医療従事者養成施設 ●介護医療院
※ 児童福祉法に規定する助産施設を除きます。

地域医療の充実と医療水準の
向上のために

医療

資金

医療

資金



このようなときにご利用いただけます

ご利用の手続きは次のとおりです

新しく医療関係施設の開設をご計画の場合は、計画立案の段階からご相談に応じておりますので、

お気軽にお問い合わせください。

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院等の医療関係施設を新設する場合
● 建築、購入又は賃借に要する資金を新築資金としてご利用いただけます。

● 新築資金は開設地が病床の不足している地域（病院及び有床診療所の場合）、又は計画病院が特殊な診療機能を予定している場合などに限られています。

ご融資の条件

ご返済方法・利率・担保・保証人について

（※1）施設等の新設に伴う資金は、新築資金として取扱い、原則として開設地が病床の不足している地域（病院又は有床診療所の場合）、又は計画病院が特殊な診療計画を予定している場合などに限
られます。

（※2）未耐震の病院が行う耐震化整備又は病院における免震化整備に係る資金については、所要額の95％が限度額となるほか、離島・過疎地域における施設の新築・増改築資金などについても、上記
の限度額を超える特例があります。

（※3）所要額は、建築工事費と設計監理費等となります。なお、造成工事費等は含めません。
（※4）病床充足地域におけるご融資の限度額については、所要額の60％以内となります。
（※5）高額な先進医療機器（1品の価格が5,000万円以上）については、7億2,000万円（ただし、購入価格の80％以内）を限度に、病院に対してもご融資できる場合があります。
（※6）原則として公庫による経営診断を受けていただきます。
　  　 また、持分なし医療法人へ移行する際に必要となる経営の安定化を図るための運転資金については、病院、介護老人保健施設、介護医療院、診療所いずれも限度額2億5,000万円、ご返済期間10

年以内となります。
（※7）地域医療構想の達成に向けた取組みを実施する医療機関として、都道府県が位置付けた病院等に該当する場合は、限度額について病院は5億円、診療所は3億円となり、ご返済期間については

病院、診療所ともに10年以内（据置4年以内）となります。
（※8）特定の要件を満たす病院の耐火構造に係る資金については、ご返済期間が39年以内となります。
（※9）本貸付による借入金は、劣後特約により法的倒産手続時には民間金融機関等の債務に劣後し、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができるため、財務体質を強化することが可能とな

ります。

資金の使いみち

耐　火　30年以内
その他　20年以内

耐　火　20年以内
その他　15年以内

耐　火　3年以内
その他　2年以内

2年以内

ご返済期間 うち据置期間　　　ご融資の限度額　（※2）施設の種類

病　院

介護老人保健施設

介護医療院

診療所

7億 2,000 万円
（ただし、所要額（※3）の70％以内）

12 億円
（ただし、所要額（※3）の90％以内）

5年以内

5億円
（ただし、所要額（※3）の70％以内）

5億円
（ただし、所要額（※3）の70％以内）

1億円

1億円

4,000 万円

施設等の新設 （※1）

現に開設している

施設の増改築

新設に伴い必要な
機械器具等の購入（※5）

新設に伴い
必要な運転資金

経営の安定化を図る
ための運転資金 （※6）

令和8年4月現在

耐　火　30年以内
その他　15年以内

耐　火　20年以内
その他　15年以内

耐　火　3年以内
その他　2年以内

1年以内

6ヵ月以内5年以内

6ヵ月以内

1年以内

3年以内

病　院　（ ※4 ）

病　院　（ ※7 ）

介護老人保健施設

介護老人保健施設

介護老人保健施設

介護老人保健施設

1億円介護医療院

介護医療院

診療所

介護医療院

介護医療院

診療所

診療所　（ ※7 ）

7 億 2,000 万円
（ただし、所要額（※3）の70％以内）

12 億円
（ただし、所要額（※3）の90％以内）

5,000 万円
（ただし、購入価格の70％以内）

1,000 万円
（ただし、所要資金の70％以内）

1,000 万円
（ただし、所要資金の90％以内）

300 万円
（ただし、所要資金の80％以内）

5,000 万円
（ただし、購入価格の90％以内）

診療所 2,500 万円
（ただし、購入価格の80％以内）

ただし、特に必要と認められ
るときは7年以内

土地を取得する場合
● 次の場合に土地取得費も一定の条件で融資対象となります。

　 • 病床が不足している地域に病院を新設する場合

　 • 診療所が不足している地域に診療所を新設する場合

　 • 介護老人保健施設、介護医療院、特殊機能を有する病院を新設する場合

　 • 社会医療法人が行う移転事業の場合

　 • 未耐震の病院における耐震化整備又は病院における免震化整備のために行う移転事業の場合

　 • 未耐震の介護医療院における耐震化整備又は介護医療院における免震化整備を行う場合

現在の施設の建替え、増改築、あるいは同一市町村内で移転する場合
● 増改築資金として取り扱いますが、当該地域の病床、診療所の普及状況等によって適用利率が異なります。

新設や機能の充実を図るために機械器具を購入する場合
● 1品の価格が10万円（介護老人保健施設及び介護医療院の場合は20万円）以上の機械器具若しくは高額な先進医療機器を購入する場合、又は介護

　 ロボット・ICTの導入を行う場合、機械購入資金としてご利用いただけます。

介護老人保健施設、介護医療院、診療所の新設に伴う運転資金を必要とする場合
病院、介護老人保健施設、介護医療院、診療所の経営の安定化を図るためなどの運転資金を必要とする場合

● 長期運転資金としてご利用いただけます。

ご相談

お近くの公庫本・支店

の窓口にてご相談くだ

さい。

お申し込み

所定の申込書に図面

等を添えてお申し込み

ください。

審　査

事業内容や計画の効

果などについて、詳しく

お話を伺わせていただ

きます。

ご融資

ご融資決定後、ご契約手続きをします。手続き

完了後、融資対象工事等の進捗状況に応じて

ご指定の口座へお振込みいたします。

「沖縄県赤土等流出防止条例」が適用される事業で、赤土等の流出を条例の基準値以下（100mg ／ℓ）に抑える方に

は、金利の優遇を行っております。

◉ 赤 土 等 流 出 防 止 低 利

　 （ちゅら海低利） 

国によるひとり親の雇用にかかる助成を受ける方（受けた方を含む）、沖縄県の「女性の就職総合支援事業」を活用
してひとり親を雇用している方、事業所内保育施設等を設置又は増改築する方には、金利の優遇を行っております。

地域に必要な医療機能を有する病院を開設していながら、債務超過などの
財務状況の悪化を理由に、民間金融機関から必要な融資を受けづらくなって
いる医療法人等

◉ 沖縄ひとり親支援貸付利率
特 例 制 度

キャリアアップ助成金・人材開発支援助成金・業務改善助成金のいずれかを受けた方、沖縄県による「沖縄県所得向

上応援企業認証制度」・「沖縄県人材育成企業認証制度」の認証を受けた方、沖縄県の「奨学金返還支援事業」の

助成を受けた方又は人手不足対応を図る方であって人材活躍推進に係る事業計画を策定し当該計画の実現に向け

た取組みを図る方には、金利の優遇を行っております。

◉ 沖縄人材活躍推進貸付利率

特 例 制 度

このほか、助産所、指定訪問看護事業等に対する融資制度もあります。

◆ ご返済方法 ………… 原則として元金均等月賦返済です。
◆ 利　　　率 ………… ご利用の窓口でおたずねください。
◆ 担　　　保 ………… 原則として必要ですが、詳細はご相談のうえ、決めさせていただきます。
◆ 保　証　人 ………… お客様のご希望を伺いながらご相談させていただきます。

（※8）

（※8）

期限一括返済
（利息は毎月払） 

5 年 1カ月、
10年、15 年無担保・無保証人 1法人あたり

12億円

医療経営資本強化資金（資本性劣後ローン）　（※9）

ご返済方法ご返済期間担保・保証人ご融資の限度額ご利用いただける方



このようなときにご利用いただけます

ご利用の手続きは次のとおりです

新しく医療関係施設の開設をご計画の場合は、計画立案の段階からご相談に応じておりますので、

お気軽にお問い合わせください。

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院等の医療関係施設を新設する場合
● 建築、購入又は賃借に要する資金を新築資金としてご利用いただけます。

● 新築資金は開設地が病床の不足している地域（病院及び有床診療所の場合）、又は計画病院が特殊な診療機能を予定している場合などに限られています。

ご融資の条件

ご返済方法・利率・担保・保証人について

（※1）施設等の新設に伴う資金は、新築資金として取扱い、原則として開設地が病床の不足している地域（病院又は有床診療所の場合）、又は計画病院が特殊な診療計画を予定している場合などに限
られます。

（※2）未耐震の病院が行う耐震化整備又は病院における免震化整備に係る資金については、所要額の95％が限度額となるほか、離島・過疎地域における施設の新築・増改築資金などについても、上記
の限度額を超える特例があります。

（※3）所要額は、建築工事費と設計監理費等となります。なお、造成工事費等は含めません。
（※4）病床充足地域におけるご融資の限度額については、所要額の60％以内となります。
（※5）高額な先進医療機器（1品の価格が5,000万円以上）については、7億2,000万円（ただし、購入価格の80％以内）を限度に、病院に対してもご融資できる場合があります。
（※6）原則として公庫による経営診断を受けていただきます。
　  　 また、持分なし医療法人へ移行する際に必要となる経営の安定化を図るための運転資金については、病院、介護老人保健施設、介護医療院、診療所いずれも限度額2億5,000万円、ご返済期間10

年以内となります。
（※7）地域医療構想の達成に向けた取組みを実施する医療機関として、都道府県が位置付けた病院等に該当する場合は、限度額について病院は5億円、診療所は3億円となり、ご返済期間については

病院、診療所ともに10年以内（据置4年以内）となります。
（※8）特定の要件を満たす病院の耐火構造に係る資金については、ご返済期間が39年以内となります。
（※9）本貸付による借入金は、劣後特約により法的倒産手続時には民間金融機関等の債務に劣後し、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができるため、財務体質を強化することが可能とな

ります。

資金の使いみち

耐　火　30年以内
その他　20年以内

耐　火　20年以内
その他　15年以内

耐　火　3年以内
その他　2年以内

2年以内

ご返済期間 うち据置期間　　　ご融資の限度額　（※2）施設の種類

病　院

介護老人保健施設

介護医療院

診療所

7億 2,000 万円
（ただし、所要額（※3）の70％以内）

12 億円
（ただし、所要額（※3）の90％以内）

5年以内

5億円
（ただし、所要額（※3）の70％以内）

5億円
（ただし、所要額（※3）の70％以内）

1億円

1億円

4,000 万円

施設等の新設 （※1）

現に開設している

施設の増改築

新設に伴い必要な
機械器具等の購入（※5）

新設に伴い
必要な運転資金

経営の安定化を図る
ための運転資金 （※6）

令和8年4月現在

耐　火　30年以内
その他　15年以内

耐　火　20年以内
その他　15年以内

耐　火　3年以内
その他　2年以内

1年以内

6ヵ月以内5年以内

6ヵ月以内

1年以内

3年以内

病　院　（ ※4 ）

病　院　（ ※7 ）

介護老人保健施設

介護老人保健施設

介護老人保健施設

介護老人保健施設

1億円介護医療院

介護医療院

診療所

介護医療院

介護医療院

診療所

診療所　（ ※7 ）

7 億 2,000 万円
（ただし、所要額（※3）の70％以内）

12 億円
（ただし、所要額（※3）の90％以内）

5,000 万円
（ただし、購入価格の70％以内）

1,000 万円
（ただし、所要資金の70％以内）

1,000 万円
（ただし、所要資金の90％以内）

300 万円
（ただし、所要資金の80％以内）

5,000 万円
（ただし、購入価格の90％以内）

診療所 2,500 万円
（ただし、購入価格の80％以内）

ただし、特に必要と認められ
るときは7年以内

土地を取得する場合
● 次の場合に土地取得費も一定の条件で融資対象となります。

　 • 病床が不足している地域に病院を新設する場合

　 • 診療所が不足している地域に診療所を新設する場合

　 • 介護老人保健施設、介護医療院、特殊機能を有する病院を新設する場合

　 • 社会医療法人が行う移転事業の場合

　 • 未耐震の病院における耐震化整備又は病院における免震化整備のために行う移転事業の場合

　 • 未耐震の介護医療院における耐震化整備又は介護医療院における免震化整備を行う場合

現在の施設の建替え、増改築、あるいは同一市町村内で移転する場合
● 増改築資金として取り扱いますが、当該地域の病床、診療所の普及状況等によって適用利率が異なります。

新設や機能の充実を図るために機械器具を購入する場合
● 1品の価格が10万円（介護老人保健施設及び介護医療院の場合は20万円）以上の機械器具若しくは高額な先進医療機器を購入する場合、又は介護

　 ロボット・ICTの導入を行う場合、機械購入資金としてご利用いただけます。

介護老人保健施設、介護医療院、診療所の新設に伴う運転資金を必要とする場合
病院、介護老人保健施設、介護医療院、診療所の経営の安定化を図るためなどの運転資金を必要とする場合

● 長期運転資金としてご利用いただけます。

ご相談

お近くの公庫本・支店

の窓口にてご相談くだ

さい。

お申し込み

所定の申込書に図面

等を添えてお申し込み

ください。

審　査

事業内容や計画の効

果などについて、詳しく

お話を伺わせていただ

きます。

ご融資

ご融資決定後、ご契約手続きをします。手続き

完了後、融資対象工事等の進捗状況に応じて

ご指定の口座へお振込みいたします。

「沖縄県赤土等流出防止条例」が適用される事業で、赤土等の流出を条例の基準値以下（100mg ／ℓ）に抑える方に

は、金利の優遇を行っております。

◉ 赤 土 等 流 出 防 止 低 利

　 （ちゅら海低利） 

国によるひとり親の雇用にかかる助成を受ける方（受けた方を含む）、沖縄県の「女性の就職総合支援事業」を活用
してひとり親を雇用している方、事業所内保育施設等を設置又は増改築する方には、金利の優遇を行っております。

地域に必要な医療機能を有する病院を開設していながら、債務超過などの
財務状況の悪化を理由に、民間金融機関から必要な融資を受けづらくなって
いる医療法人等

◉ 沖縄ひとり親支援貸付利率
特 例 制 度

キャリアアップ助成金・人材開発支援助成金・業務改善助成金のいずれかを受けた方、沖縄県による「沖縄県所得向

上応援企業認証制度」・「沖縄県人材育成企業認証制度」の認証を受けた方、沖縄県の「奨学金返還支援事業」の

助成を受けた方又は人手不足対応を図る方であって人材活躍推進に係る事業計画を策定し当該計画の実現に向け

た取組みを図る方には、金利の優遇を行っております。

◉ 沖縄人材活躍推進貸付利率

特 例 制 度

このほか、助産所、指定訪問看護事業等に対する融資制度もあります。

◆ ご返済方法 ………… 原則として元金均等月賦返済です。
◆ 利　　　率 ………… ご利用の窓口でおたずねください。
◆ 担　　　保 ………… 原則として必要ですが、詳細はご相談のうえ、決めさせていただきます。
◆ 保　証　人 ………… お客様のご希望を伺いながらご相談させていただきます。

（※8）

（※8）

期限一括返済
（利息は毎月払） 

5 年 1カ月、
10年、15 年無担保・無保証人 1法人あたり

12億円

医療経営資本強化資金（資本性劣後ローン）　（※9）

ご返済方法ご返済期間担保・保証人ご融資の限度額ご利用いただける方



本　店 （融資第一部 産業開発融資班）
〒900ｰ8520  那覇市おもろまち1ｰ2ｰ26

TEL 098ｰ941ｰ1765／FAX 098ｰ941ｰ1915

〒906ｰ0007  宮古島市平良字東仲宗根118ｰ1
TEL 0980ｰ72ｰ2446／FAX 0980ｰ72ｰ7049 

宮 古 支 店

〒904ｰ0033  沖縄市山里1ｰ1ｰ1ｰ102（パーチェ山里）
TEL 098ｰ989ｰ6511／FAX 098ｰ989ｰ6789

中 部 支 店

〒907ｰ0014  石垣市新栄町4ｰ1
TEL 0980ｰ82ｰ2701／FAX 0980ｰ83ｰ1634

八 重 山 支 店

ご利用の窓口
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那覇新都心中環状線那覇新都心中環状線
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給油所給油所
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石垣市民会館石垣市民会館

JAおきなわ
八重山支店
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民
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宮古支店
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宮古なかまつ店
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宮古なかまつ店
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北小学校
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宮古新報社宮古新報社 宮古毎日新聞社宮古毎日新聞社

給油所給油所

← 平良港← 平良港 県道243号県道243号 空港 →空港 →

N

〒905ｰ0005  名護市字為又904番地19
TEL 0980ｰ52ｰ2338／FAX 0980ｰ51ｰ1008

北 部 支 店  

← 那覇 国頭 →

N

国道58号

イエローハット

MEGA
ドン・キホーテ
名護店

サンエー
為又シティ

イオン
名護店

北部
支店

ケンタッキー

大北5丁目

https://www.okinawakouko.go.jp/service/type/t006/

融資の対象
となる施設など

●病院　　　●診療所 ●指定訪問看護事業
●介護老人保健施設 ●助産所※ 
●医療従事者養成施設 ●介護医療院
※ 児童福祉法に規定する助産施設を除きます。

地域医療の充実と医療水準の
向上のために

医療

資金

医療

資金




